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12
月
25
日
に
定
例
会
が
行
わ

れ
、
行
政
報
告
、
一
般
質
問
、

議
案
４
件
、
同
意
１
件
、
発
議

２
件
を
審
議
の
結
果
、
原
案
ど

お
り
全
て
を
可
決
し
、
閉
会
し

た
。
同
意
案
件
は
、
副
町
長
の

選
任
に
つ
い
て
で
、
岩
川
実
樹

総
務
課
長
の
副
町
長
選
任
に
同

意
し
た
。

北緯45度のまち

第82号
発行 北海道幌延町議会
編集 議会報発行特別委員会
電話 01632-5-1111
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お

も

な

内

容

第９回幌延町議会定例会

一般質問

産業厚生常任委員会・総務文教常任委員会
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幌
延
町
議
会

定
例
会

第9回

12月25日

ほろのべ議会だより 第82号　①

　
　
　「
町
民
の
総
力
で
町
を
創

ろ
う
」
で
は
な
く
、「
町
民
の
総

意
で
」と
な
る
の
が
正
し
い
の
で
は
。

　
　
　
意
識
だ
け
で
は
前
へ
進
ま

な
い
。
力
が
必
要
だ
と
思
う
。

　
　
　
深
地
層
研
究
セ
ン
タ
ー
の

研
究
期
間
と
そ
の
後
に
つ
い
て
、

ど
う
考
え
る
か
。

　
　
　
20
年
程
度
に
変
わ
り
は
な

い
。
具
体
的
に
は
中
期
計
画
で
決

定
す
る
。

　
　
　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

考
究
と
育
成
と
あ
る
が
、
ど
う
考

え
て
い
る
の
か
。

　
　
　
ふ
ん
尿
バ
イ
オ
マ
ス
や
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
の
ほ
か
、
循
環

型
の
肥
料
と
し
て
使
え
る
施
設
も

考
え
た
い
。

　
　
　
医
療
体
制
の
確
保
、
高

齢
化
対
応
の
ま
ち
づ
く
り
と
は
、

具
体
的
に
ど
ん
な
事
を
目
指
す
の

か
。

　
　
　
町
立
診
療
所
の
24
時
間

救
急
体
制
を
含
め
た
機
能
の
維
持

と
、
医
師
の
確
保
。

　
　
　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
活
用

を
考
察
と
書
い
て
あ
る
が
、
４
月

か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
出
来 町

政
を
担
当
す
る
大
志
に

つ
い
て

鷲　見　　　悟

る
の
か
。

　
　
　
活
動
分
野
と
し
て
、
高
齢

者
や
体
の
不
自
由
な
方
へ
の
生
活

支
援
に
２
〜
３
名
確
保
し
た
い
。

　
　
　
生
活
支
援
と
い
っ
て
も
幅

広
い
が
、
も
う
少
し
具
体
的
に
。

　
　
　
幌
加
内
町
で
や
っ
て
い
る

生
活
支
援
と
い
う
こ
と
で
、
郡
部

に
ま
た
が
り
、
独
居
老
人
を
含
め

た
形
で
声
掛
け
サ
ー
ビ
ス
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
って
い
る
。

　
　
　
畜
産
担
い
手
育
成
事
業
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

　
　
　
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
取
り

組
み
た
い
。

　
　
　
12
月
16
日
の
「
教
え
て
池

上
さ
ん
！
親
子
で
見
て
欲
し
い
北

海
道
の
あ
の
モ
ン
ダ
イ
」（
Ｔ
Ｖ
Ｈ
）

の
中
で
、
鶴
居
村
の
取
り
組
み
が

放
映
さ
れ
て
い
た
。
北
海
道
の
村

で
唯
一
人
口
の
増
え
て
い
る
村
と

し
て
紹
介
さ
れ
、
チ
ー
ズ
作
り
や

牛
の
貸
付
制
度
、
子
育
て
支
援
な

ど
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
作

り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
放
映
さ
れ

た
。
こ
の
様
な
町
づ
く
り
は
参
考

に
な
ら
な
い
か
。

　
　
　
参
考
に
し
た
い
。

地域の課題をとらえて地域の課題をとらえて
１氏が一般質問

質
問

町
長

質
問

町
長

質
問

町
長

町
長

質
問

質
問

町
長

質
問

町
長

町
長

質
問

町
長

質
問
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ほろのべ議会だより 第82号　②ほろのべ議会だより 第82号　③

産
業
厚
生
常
任
委
員
会

第
５
回
産
業
厚
生
常
任
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
７
月
22
日

◎
調
査
事
項

⑴
幌
延
町
認
定
こ
ど
も
園
の
受

け
入
れ
体
制
及
び
運
営
体
制
に

つ
い
て

　
第
７
回
（
10
月
８
日
）
の
委

員
会
に
お
い
て
、
平
成
27
年
度

以
降
の
受
け
入
れ
体
制
に
つ
い

て
説
明
が
あ
っ
た
。
主
な
協
議

事
項
は
、
保
育
時
間
の
設
定
、

保
育
料
全
般
、
軽
減
対
策
、
実

費
負
担
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　
第
８
回
（
11
月
７
日
）
は
前

回
の
議
論
を
整
理
し
、
土
曜
日

の
受
け
入
れ
に
関
し
て
各
委
員

の
意
見
を
聴
取
し
た
。
ま
た
、

保
護
者
等
の
考
え
方
と
運
営
費

等
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担

当
課
に
求
め
る
と
し
、
終
了
し

た
。

　
第
９
回
（
12
月
５
日
）
は
、

保
育
所
保
護
者
会
で
の
説
明
会

で
の
聞
き
取
り
報
告
か
ら
始
ま

り
、
こ
ど
も
園
の
運
営
に
つ
い

て
協
議
し
た
。
前
回
要
望
し
た

運
営
費
等
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
も
示
さ
れ
た
。
委
員
か
ら
は
、

土
曜
日
は
休
日
と
し
、
希
望
者

が
あ
れ
ば
１
日
開
所
す
る
が
、

職
員
の
確
保
が
前
提
と
の
意
見

が
出
さ
れ
た
。
保
育
料
に
関
し
て

は
、
国
の
規
準
の
50
％
〜
70
％

と
委
員
の
意
見
が
分
か
れ
た
。

こ
の
他
、
通
園
の
ス
ク
ー
ル
バ

ス
利
用
や
給
食
費
、
教
材
費
に

つ
い
て
議
論
し
た
。

　
平
成
27
年
第
１
回
（
１
月
９

日
）
に
お
い
て
、
こ
ど
も
園
の

運
営
に
つ
い
て
最
終
的
な
案
が

示
さ
れ
た
。
開
園
日
に
つ
い
て
、

土
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
休

日
と
す
る
。
た
だ
し
土
曜
日
は

事
前
の
申
し
出
に
よ
り
１
日
保

育
も
す
る
。
日
曜
日
は
今
後
の

検
討
課
題
。
職
員
体
制
は
園
長

以
下
17
名
。
保
育
料
は
現
在
の

国
の
規
準
の
85
％
を
、
給
食
費

も
含
め
60
％
に
設
定
す
る
。
４

歳
以
上
の
料
金
設
定
を
廃
止
し
、

３
歳
以
上
の
料
金
設
定
と
す
る
。

多
子
軽
減
は
、
第
２
子
を
半
額
、

第
３
子
を
無
償
と
す
る
。
第
１

子
の
考
え
方
は
、
幼
稚
園
部
門

は
小
学
校
３
年
生
以
下
を
第
１

子
と
し
、
保
育
部
門
で
は
施
設

入
所
の
年
長
者
を
第
１
子
と
し

て
扱
う
。

　
委
員
か
ら
複
数
の
意
見
が
出

さ
れ
た
が
、
概
ね
了
承
し
終
了

し
た
。

⑵
農
業
用
水
道
の
現
況
に
つ
い
て

　
前
回
の
協
議
事
項
で
あ
る
整

備
方
針
に
引
き
続
き
、
今
回
は

農
業
用
水
道
の
現
況
に
つ
い
て

説
明
が
あ
っ
た
。

　
組
合
別
に
利
用
状
況
が
出
さ

れ
、
給
水
量
に
つ
い
て
は
計
画

の
５
〜
８
割
の
状
況
が
続
い
て

お
り
、
農
家
戸
数
や
人
口
の
減

少
に
よ
る
と
の
分
析
だ
っ
た
。

こ
の
他
、
料
金
体
系
や
収
支
状

況
等
が
示
さ
れ
た
。

　
各
地
区
の
、
簡
易
水
道
へ
移

行
す
る
時
期
は
い
つ
か
。

　
問
寒
別
と
上
幌
・
開
進
は
平

成
31
・
32
年
頃
。
他
の
地
区
も

10
年
以
内
を
考
え
て
い
る
。

⑶
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

事
業
及
び
長
寿
命
化
橋
梁
補
修

事
業
に
つ
い
て

　
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

事
業
は
、橋
梁
補
修
、雪
寒
機
械
、

道
路
、
雪
寒
除
雪
の
４
事
業
を

実
施
し
て
い
る
が
、
交
付
金
の

内
示
額
が
大
き
く
下
回
っ
て
お

り
、
今
後
も
低
く
抑
え
ら
れ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
道
路
事
業
は
、
当
初
計
画
よ

り
２
〜
３
年
遅
れ
て
い
る
。
雪

寒
機
械
事
業
は
、
平
成
33
年
度

ま
で
に
随
時
更
新
す
る
予
定
。

　
長
寿
命
化
橋
梁
補
修
事
業
に

つ
い
て
は
、
２
回
の
入
札
を
行
っ

た
が
不
調
と
な
り
、
交
付
金
を

全
額
返
還
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
道
路
事
業
に
つ
い
て
、
今
後

も
町
単
費
を
入
れ
な
い
の
か
。

　
起
債
も
含
め
、
制
度
を
活
用

し
て
進
め
て
い
く
考
え
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

第
８
回
　
　
　
　
　
10
月
８
日

・
原
子
力
機
構
改
革
に
係
る
幌

延
深
地
層
研
究
計
画
に
つ
い
て

○
原
子
力
機
構
改
革

①
強
い
経
営
の
確
立

②
職
員
に
よ
る
改
革
活
動

○
職
員
の
意
識
向
上

③
事
業
の
重
点
化

④
安
全
確
保
・
安
全
文
化
醸

成
・
地
下
研
究
事
業
の
見

直
し

◎
地
下
研
究
事
業
の
見
直
し

　
幌
延
に
お
け
る
今
後
の
調
査

研
究
課
題
の
要
点

・
地
元
協
定
の
遵
守

・
セ
ン
タ
ー
は
重
要
な
研
究

の
場

・
人
工
バ
リ
ア
適
用
性
確
認

・
処
分
概
念
オ
プ
シ
ョ
ン
の

実
証

・
堆
積
岩
の
緩
衝
能
力
の
検

証

　
５
百
ｍ
ま
で
掘
る
計
画
が
提
示

さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
い
の
か
。

　
町
と
し
て
要
請
し
た
経
緯
も

あ
る
が
、
必
須
の
課
題
と
し
て

抽
出
さ
れ
、
深
度
５
百
ｍ
掘
削

は
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。

第
９
回
　
　
　
　
　
11
月
７
日

・
会
計
検
査
院
実
地
検
査
に
よ

る
指
摘
事
項
に
つ
い
て

　
地
域
情
報
通
信
基
盤
整
備
推

進
事
業
の
一
部
２
百
４
万
４
千

円
を
返
還
す
べ
き
と
指
摘
を
受

け
た
。
そ
の
内
容
は
、
光
フ
ァ

イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
を
架
空
配
線

す
る
た
め
の
自
立
柱
を
建
て
た

が
、
そ
の
地
中
部
に
設
置
す
る

計
画
の
根
枷
と
底
板
が
一
切
設

置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
事
業
費
６
百
14
万
１
千
９
百

99
円
の
内
、
総
務
省
の
交
付
金

額
で
あ
る
。

　
業
者
に
支
払
い
は
終
わ
っ
て

い
る
の
か
。

　
全
て
支
払
っ
て
い
る
。
業
者

の
実
績
報
告
書
も
、
や
っ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
や
っ
た

か
の
よ
う
な
報
告
書
で
、
業
者

に
負
担
を
求
め
て
行
く
。

　
負
担
を
求
め
る
額
は
。

　
事
業
費
６
百
13
万
１
千
９
百

99
円
。

　
工
事
の
完
成
検
査
で
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

　
書
面
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に

上
が
っ
て
来
て
い
た
し
、
冬
場

の
工
事
で
中
を
確
認
で
き
な

か
っ
た
。

　
写
真
は
付
い
て
な
か
っ
た
の
か
。

　
見
通
せ
な
か
っ
た
。

　
後
で
の
不
都
合
な
ど
は
、
ク

レ
ー
ム
の
対
象
に
な
る
の
か
。

　
２
年
間
の
補
償
期
間
は
既
に

経
過
し
て
い
る
。
業
者
で
一
斉

点
検
を
し
た
。

　
全
て
を
掘
り
返
し
、
や
り
直

し
を
さ
せ
る
権
利
は
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

　
今
後
の
交
渉
の
中
で
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
も
主
張
し
て
い
か

な
く
て
は
と
考
え
て
い
る
。

第
10
回
　
　
　
　
　
12
月
16
日

・
平
成
25
年
幌
延
町
教
育
事
務

の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に
係

る
点
検
・
評
価
に
つ
い
て

○
点
検
評
価
の
趣
旨

　
平
成
19
年
「
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
教

育
行
政
事
務
の
管
理
及
び
執
行

状
況
に
つ
い
て
点
検
評
価
し
、

議
会
に
提
出
、
公
表
す
る
こ
と

と
規
定
さ
れ
た
。

　
14
項
目
40
の
事
業
内
容
に
つ

い
て
、
評
価
し
た
。

　
特
別
支
援
学
級
の
状
況
は
。

　
４
学
級
に
分
け
、
５
名
の
教

員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
幌
延
ス
キ
ー
場
の
圧
雪
車
の

状
態
は
。

　
何
と
か
し
よ
う
し
て
い
る
が
、

だ
ま
し
だ
ま
し
使
っ
て
い
る
現

状
で
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
形

で
行
か
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ

て
い
る
。

町民と議員の意見交換より ＰＡＲＴ3町民と議員の意見交換より ＰＡＲＴ3議 会 の 動 き
10月10日▶第59回議会報発行特別委員会
10月14日▶第60回議会報発行特別委員会
10月22日▶第61回議会報発行特別委員会
11月7日▶第８回産業厚生常任委員会
11月7日▶第９回総務文教常任委員会
11月7日▶第10回全員協議会
11月11日～13日▶第58回全国町村議会議長全国大会（東京都）
11月14日▶北留萌消防組合議会（羽幌町）
11月26日～28日▶産業厚生常任委員会委員道外研修（東京都）
12月1日▶第８回議会運営委員会
12月5日▶第８回幌延町議会臨時会
12月16日▶第９回議会運営委員会
12月16日▶第10回総務文教常任委員会
12月16日▶第11回全員協議会
12月16日▶第62回議会報発行特別委員会
12月18日▶第10回議会運営委員会
12月25日▶第９回幌延町議会定例会
1月9日▶第１回産業厚生常任委員会
1月9日▶第63回議会報発行特別委員会

身体介助
状況視察

排泄介助

体位交換

移動介助

衣類着脱

整　　容

食事介助

水分補給

入浴介助

清　　拭

身体運動介助

付添介助

服薬介助

オムツ、トイレ等

ベッド、歩行等

全部、一部、見守り

洗面、爪等

全部、一部、見守り

全身、部分

全身、部分

リハ体操、散歩等

通院、外出

服薬、塗布等

状況視察

買　　物

調　　理

掃　　除

洗　　濯

寝　　具

金　　銭

確　　認

薬

同行、依頼等

煮炊、配膳、片付等

洗い、干し等

整頓、メイク等

同行、見守り等

火元、安全

投薬、配薬

生活支援

※ヘルパーのサービス内容
についてのご意見がありま
したので、確認した結果、
表のとおりの内容となって
います。

編 

集 

後 

記

編
集
委
員
長
　
鷲
見
　
　
悟

副
編
集
委
員
長
　
斎
賀
　
弘
孝

編

集

委

員
　
吉
原
　
哲
男

西
澤
　
裕
之

　
年
も
改
ま
り
、
丑
年
か
ら

未
年
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ

た
。
先
日
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
見
て
い

る
と
、
十
二
支
と
い
う
の
は

本
来
、
植
物
が
種
を
植
え
て

か
ら
成
長
し
、
実
が
出
来
る

ま
で
を
表
し
た
も
の
と
の
こ

と
。
た
だ
、
昔
の
人
達
は
文

字
を
読
め
な
い
人
が
多
か
っ

た
の
で
、
そ
の
文
字
に
動
物

を
当
て
は
め
た
の
が
、
十
二

支
の
始
ま
り
で
は
な
い
か
と

放
送
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中

で
、
未
は
成
長
半
ば
を
表
し

て
い
る
と
い
っ
て
い
た
。
我

が
町
も
首
長
が
変
わ
り
、
町

の
５
カ
年
計
画
も
後
期
半
ば

に
入
る
が
、
新
し
い
町
長
が

ど
う
舵
を
切
っ
て
行
く
の
か

が
注
目
さ
れ
る
。

　
私
達
議
会
報
編
集
委
員
の

任
期
も
、
残
す
と
こ
ろ
あ
と

３
カ
月
余
り
と
な
っ
た
。
町

の
皆
様
に
「
議
会
だ
よ
り
」

を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
研
鑽
努
力
を
し
て

き
た
が
、
議
会
の
真
意
が
十

分
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
、

自
問
自
答
し
て
い
る
。

　
残
り
わ
ず
か
だ
が
、
も
う

一
頑
張
り
し
た
い
。

答 問

答 問答 問

答 問答 問答答 問問 答 問

答 問答 答 問問
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産
業
厚
生
常
任
委
員
会

第
５
回
産
業
厚
生
常
任
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
７
月
22
日

◎
調
査
事
項

⑴
幌
延
町
認
定
こ
ど
も
園
の
受

け
入
れ
体
制
及
び
運
営
体
制
に

つ
い
て

　
第
７
回
（
10
月
８
日
）
の
委

員
会
に
お
い
て
、
平
成
27
年
度

以
降
の
受
け
入
れ
体
制
に
つ
い

て
説
明
が
あ
っ
た
。
主
な
協
議

事
項
は
、
保
育
時
間
の
設
定
、

保
育
料
全
般
、
軽
減
対
策
、
実

費
負
担
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　
第
８
回
（
11
月
７
日
）
は
前

回
の
議
論
を
整
理
し
、
土
曜
日

の
受
け
入
れ
に
関
し
て
各
委
員

の
意
見
を
聴
取
し
た
。
ま
た
、

保
護
者
等
の
考
え
方
と
運
営
費

等
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担

当
課
に
求
め
る
と
し
、
終
了
し

た
。

　
第
９
回
（
12
月
５
日
）
は
、

保
育
所
保
護
者
会
で
の
説
明
会

で
の
聞
き
取
り
報
告
か
ら
始
ま

り
、
こ
ど
も
園
の
運
営
に
つ
い

て
協
議
し
た
。
前
回
要
望
し
た

運
営
費
等
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
も
示
さ
れ
た
。
委
員
か
ら
は
、

土
曜
日
は
休
日
と
し
、
希
望
者

が
あ
れ
ば
１
日
開
所
す
る
が
、

職
員
の
確
保
が
前
提
と
の
意
見

が
出
さ
れ
た
。
保
育
料
に
関
し
て

は
、
国
の
規
準
の
50
％
〜
70
％

と
委
員
の
意
見
が
分
か
れ
た
。

こ
の
他
、
通
園
の
ス
ク
ー
ル
バ

ス
利
用
や
給
食
費
、
教
材
費
に

つ
い
て
議
論
し
た
。

　
平
成
27
年
第
１
回
（
１
月
９

日
）
に
お
い
て
、
こ
ど
も
園
の

運
営
に
つ
い
て
最
終
的
な
案
が

示
さ
れ
た
。
開
園
日
に
つ
い
て
、

土
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
休

日
と
す
る
。
た
だ
し
土
曜
日
は

事
前
の
申
し
出
に
よ
り
１
日
保

育
も
す
る
。
日
曜
日
は
今
後
の

検
討
課
題
。
職
員
体
制
は
園
長

以
下
17
名
。
保
育
料
は
現
在
の

国
の
規
準
の
85
％
を
、
給
食
費

も
含
め
60
％
に
設
定
す
る
。
４

歳
以
上
の
料
金
設
定
を
廃
止
し
、

３
歳
以
上
の
料
金
設
定
と
す
る
。

多
子
軽
減
は
、
第
２
子
を
半
額
、

第
３
子
を
無
償
と
す
る
。
第
１

子
の
考
え
方
は
、
幼
稚
園
部
門

は
小
学
校
３
年
生
以
下
を
第
１

子
と
し
、
保
育
部
門
で
は
施
設

入
所
の
年
長
者
を
第
１
子
と
し

て
扱
う
。

　
委
員
か
ら
複
数
の
意
見
が
出

さ
れ
た
が
、
概
ね
了
承
し
終
了

し
た
。

⑵
農
業
用
水
道
の
現
況
に
つ
い
て

　
前
回
の
協
議
事
項
で
あ
る
整

備
方
針
に
引
き
続
き
、
今
回
は

農
業
用
水
道
の
現
況
に
つ
い
て

説
明
が
あ
っ
た
。

　
組
合
別
に
利
用
状
況
が
出
さ

れ
、
給
水
量
に
つ
い
て
は
計
画

の
５
〜
８
割
の
状
況
が
続
い
て

お
り
、
農
家
戸
数
や
人
口
の
減

少
に
よ
る
と
の
分
析
だ
っ
た
。

こ
の
他
、
料
金
体
系
や
収
支
状

況
等
が
示
さ
れ
た
。

　
各
地
区
の
、
簡
易
水
道
へ
移

行
す
る
時
期
は
い
つ
か
。

　
問
寒
別
と
上
幌
・
開
進
は
平

成
31
・
32
年
頃
。
他
の
地
区
も

10
年
以
内
を
考
え
て
い
る
。

⑶
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

事
業
及
び
長
寿
命
化
橋
梁
補
修

事
業
に
つ
い
て

　
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

事
業
は
、橋
梁
補
修
、雪
寒
機
械
、

道
路
、
雪
寒
除
雪
の
４
事
業
を

実
施
し
て
い
る
が
、
交
付
金
の

内
示
額
が
大
き
く
下
回
っ
て
お

り
、
今
後
も
低
く
抑
え
ら
れ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
道
路
事
業
は
、
当
初
計
画
よ

り
２
〜
３
年
遅
れ
て
い
る
。
雪

寒
機
械
事
業
は
、
平
成
33
年
度

ま
で
に
随
時
更
新
す
る
予
定
。

　
長
寿
命
化
橋
梁
補
修
事
業
に

つ
い
て
は
、
２
回
の
入
札
を
行
っ

た
が
不
調
と
な
り
、
交
付
金
を

全
額
返
還
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
道
路
事
業
に
つ
い
て
、
今
後

も
町
単
費
を
入
れ
な
い
の
か
。

　
起
債
も
含
め
、
制
度
を
活
用

し
て
進
め
て
い
く
考
え
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

第
８
回
　
　
　
　
　
10
月
８
日

・
原
子
力
機
構
改
革
に
係
る
幌

延
深
地
層
研
究
計
画
に
つ
い
て

○
原
子
力
機
構
改
革

①
強
い
経
営
の
確
立

②
職
員
に
よ
る
改
革
活
動

○
職
員
の
意
識
向
上

③
事
業
の
重
点
化

④
安
全
確
保
・
安
全
文
化
醸

成
・
地
下
研
究
事
業
の
見

直
し

◎
地
下
研
究
事
業
の
見
直
し

　
幌
延
に
お
け
る
今
後
の
調
査

研
究
課
題
の
要
点

・
地
元
協
定
の
遵
守

・
セ
ン
タ
ー
は
重
要
な
研
究

の
場

・
人
工
バ
リ
ア
適
用
性
確
認

・
処
分
概
念
オ
プ
シ
ョ
ン
の

実
証

・
堆
積
岩
の
緩
衝
能
力
の
検

証

　
５
百
ｍ
ま
で
掘
る
計
画
が
提
示

さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
い
の
か
。

　
町
と
し
て
要
請
し
た
経
緯
も

あ
る
が
、
必
須
の
課
題
と
し
て

抽
出
さ
れ
、
深
度
５
百
ｍ
掘
削

は
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。

第
９
回
　
　
　
　
　
11
月
７
日

・
会
計
検
査
院
実
地
検
査
に
よ

る
指
摘
事
項
に
つ
い
て

　
地
域
情
報
通
信
基
盤
整
備
推

進
事
業
の
一
部
２
百
４
万
４
千

円
を
返
還
す
べ
き
と
指
摘
を
受

け
た
。
そ
の
内
容
は
、
光
フ
ァ

イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
を
架
空
配
線

す
る
た
め
の
自
立
柱
を
建
て
た

が
、
そ
の
地
中
部
に
設
置
す
る

計
画
の
根
枷
と
底
板
が
一
切
設

置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
事
業
費
６
百
14
万
１
千
９
百

99
円
の
内
、
総
務
省
の
交
付
金

額
で
あ
る
。

　
業
者
に
支
払
い
は
終
わ
っ
て

い
る
の
か
。

　
全
て
支
払
っ
て
い
る
。
業
者

の
実
績
報
告
書
も
、
や
っ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
や
っ
た

か
の
よ
う
な
報
告
書
で
、
業
者

に
負
担
を
求
め
て
行
く
。

　
負
担
を
求
め
る
額
は
。

　
事
業
費
６
百
13
万
１
千
９
百

99
円
。

　
工
事
の
完
成
検
査
で
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

　
書
面
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に

上
が
っ
て
来
て
い
た
し
、
冬
場

の
工
事
で
中
を
確
認
で
き
な

か
っ
た
。

　
写
真
は
付
い
て
な
か
っ
た
の
か
。

　
見
通
せ
な
か
っ
た
。

　
後
で
の
不
都
合
な
ど
は
、
ク

レ
ー
ム
の
対
象
に
な
る
の
か
。

　
２
年
間
の
補
償
期
間
は
既
に

経
過
し
て
い
る
。
業
者
で
一
斉

点
検
を
し
た
。

　
全
て
を
掘
り
返
し
、
や
り
直

し
を
さ
せ
る
権
利
は
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

　
今
後
の
交
渉
の
中
で
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
も
主
張
し
て
い
か

な
く
て
は
と
考
え
て
い
る
。

第
10
回
　
　
　
　
　
12
月
16
日

・
平
成
25
年
幌
延
町
教
育
事
務

の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に
係

る
点
検
・
評
価
に
つ
い
て

○
点
検
評
価
の
趣
旨

　
平
成
19
年
「
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
教

育
行
政
事
務
の
管
理
及
び
執
行

状
況
に
つ
い
て
点
検
評
価
し
、

議
会
に
提
出
、
公
表
す
る
こ
と

と
規
定
さ
れ
た
。

　
14
項
目
40
の
事
業
内
容
に
つ

い
て
、
評
価
し
た
。

　
特
別
支
援
学
級
の
状
況
は
。

　
４
学
級
に
分
け
、
５
名
の
教

員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
幌
延
ス
キ
ー
場
の
圧
雪
車
の

状
態
は
。

　
何
と
か
し
よ
う
し
て
い
る
が
、

だ
ま
し
だ
ま
し
使
っ
て
い
る
現

状
で
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
形

で
行
か
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ

て
い
る
。

町民と議員の意見交換より ＰＡＲＴ3町民と議員の意見交換より ＰＡＲＴ3議 会 の 動 き
10月10日▶第59回議会報発行特別委員会
10月14日▶第60回議会報発行特別委員会
10月22日▶第61回議会報発行特別委員会
11月7日▶第８回産業厚生常任委員会
11月7日▶第９回総務文教常任委員会
11月7日▶第10回全員協議会
11月11日～13日▶第58回全国町村議会議長全国大会（東京都）
11月14日▶北留萌消防組合議会（羽幌町）
11月26日～28日▶産業厚生常任委員会委員道外研修（東京都）
12月1日▶第８回議会運営委員会
12月5日▶第８回幌延町議会臨時会
12月16日▶第９回議会運営委員会
12月16日▶第10回総務文教常任委員会
12月16日▶第11回全員協議会
12月16日▶第62回議会報発行特別委員会
12月18日▶第10回議会運営委員会
12月25日▶第９回幌延町議会定例会
1月9日▶第１回産業厚生常任委員会
1月9日▶第63回議会報発行特別委員会

身体介助
状況視察
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※ヘルパーのサービス内容
についてのご意見がありま
したので、確認した結果、
表のとおりの内容となって
います。
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編
集
委
員
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鷲
見
　
　
悟

副
編
集
委
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長
　
斎
賀
　
弘
孝

編

集

委

員
　
吉
原
　
哲
男

西
澤
　
裕
之

　
年
も
改
ま
り
、
丑
年
か
ら

未
年
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ

た
。
先
日
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
見
て
い

る
と
、
十
二
支
と
い
う
の
は

本
来
、
植
物
が
種
を
植
え
て

か
ら
成
長
し
、
実
が
出
来
る

ま
で
を
表
し
た
も
の
と
の
こ

と
。
た
だ
、
昔
の
人
達
は
文

字
を
読
め
な
い
人
が
多
か
っ

た
の
で
、
そ
の
文
字
に
動
物

を
当
て
は
め
た
の
が
、
十
二

支
の
始
ま
り
で
は
な
い
か
と

放
送
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中

で
、
未
は
成
長
半
ば
を
表
し

て
い
る
と
い
っ
て
い
た
。
我

が
町
も
首
長
が
変
わ
り
、
町

の
５
カ
年
計
画
も
後
期
半
ば

に
入
る
が
、
新
し
い
町
長
が

ど
う
舵
を
切
っ
て
行
く
の
か

が
注
目
さ
れ
る
。

　
私
達
議
会
報
編
集
委
員
の

任
期
も
、
残
す
と
こ
ろ
あ
と

３
カ
月
余
り
と
な
っ
た
。
町

の
皆
様
に
「
議
会
だ
よ
り
」

を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
研
鑽
努
力
を
し
て

き
た
が
、
議
会
の
真
意
が
十

分
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
、

自
問
自
答
し
て
い
る
。

　
残
り
わ
ず
か
だ
が
、
も
う

一
頑
張
り
し
た
い
。

答 問

答 問答 問

答 問答 問答答 問問 答 問

答 問答 答 問問

ほろのべの窓　2015.2月号▶　4



稚内税務署からのお知らせ稚内税務署からのお知らせ稚内税務署からのお知らせ
　平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年２月16日（月）
から同年３月16日（月）までです。還付申告については、平成27年２月15日（日）以前でも行えます。
（税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、税務署では相談及び申告書の受付を行っておりません）。
　確定申告による所得税及び復興特別所得税の納期限は平成27年３月16日（月）です。納期限までに現金
に納付書を添えて金融機関（日本銀行歳入代理店）または住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付してください。
納付書は税務署または所轄税務署管内の金融機関に用意してあります。
　なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。
　その他、期限内申告に係る所得税及び復興特別所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に
納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですのでぜひご利用ください。
（注）１　申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。

２　納付が法定納期限（平成27年３月16日（月））に遅れた場合、または残高不足等により口座振替が
できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

―　税に関する情報は国税庁ホームページへ　www.nta.go.jp　―

詳細については、会計課財政グループ税務担当にお問い合わせください。（電話 5-1113・告知端末機 5-8813）

平成２7年度　住民税申告相談のご案内平成２7年度　住民税申告相談のご案内平成２7年度　住民税申告相談のご案内
確定申告は２月16日(月)から３月16日(月)までです。

◆申告相談の日程及び場所
曜　日月　日 時　　　間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

月曜日

火曜日

2月16日

2月17日

2月18日

2月19日

2月23日

2月24日

  8:30 ～ 17:00

  8:30 ～ 17:00

  8:30 ～ 17:00

  8:30 ～ 17:00

10:00 ～ 16:00

  9:00 ～ 15:00

対　象　地　区 会　　　　場

幌延地区全域 幌延町役場大会議室

問寒別地区全域 問寒別生涯学習センター

※当日都合の悪い方は、別の相談会場または上記相談日以外の日に、会計課財政グループ税務担当窓口ま

でお越しください。

１　事業所得、不動産所得や譲渡所得などがある方
２　年末調整された給与所得以外の給与収入金額と各種の所得(退職所得を除く)の合計額が20万円を超
える方

３　公的年金等の収入金額が400万円以下で、他に20万円を超える所得がない方は、所得税の確定申告
は不要ですが、住民税の申告は必要となる場合があります。

◆確定申告を必要とする主な方

〇平成26年中に支払った医療費の自己負担額(通院費も含む)が10万円または所得の５％を超える方
　※事前に人毎・病院毎に集計されているとスムーズに申告手続きを済ませることができます。
〇住宅ローンを利用して住宅を新築された方や中古住宅を購入された方、または増改築をされた方で、一
定の要件に該当する方

◆給与所得者で確定申告することによって、源泉徴収税が還付（還付申告）される方
　については、既に役場で受付しています

１　印鑑
２　平成26年中の収入を明らかにするもの（源泉徴収票など）
３　生命保険料及び地震保険料等の支払証明書
４　医療費等の領収書
５　障がい者のいる方は障害者手帳
６　国民年金支払証明書
７　国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の領収書等
８　申告者本人名義の口座番号がわかるもの（還付金が発生した場合に必要です）

◆申告相談にお越しの際には、次の物を持参してください
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幌延町認定こども園
「たんたん」がスタートします
幌延町認定こども園
「たんたん」がスタートします

平成２７年
４月

幌延町認定こども園
「たんたん」がスタートします

　“認定こども園”は、保育所と幼稚園の両方の役割を果たすことができる施設です。さらに、認定こども園
に通っていない子どもに対しても、子育ての相談や親子の集いの場の提供などの子育て支援を行います。
　幌延町認定こども園は、認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な
機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす「保育所型」です。

●認定こども園　入園までの流れ
１．支給認定申請書兼現況届出書を就労等の証明書類を添えて中央保育所に提出します。
　　様式は中央保育所、町ホームページから入手できます。
　子ども・子育て支援新制度により、認定こども園（施設型給付施設）を利用する際、町へ「保育の必要性」
の認定申請を行い、「支給認定証」の交付を受けることとなります。
　・1号認定子ども～満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要としないもの
　・2号認定子ども～満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
　・3号認定子ども～満3歳未満の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
２．保育の必要性や必要量の審査、利用者負担額（保育料）の算定後、保護者へ「支給認定証」が交付されます。
併せて利用者負担額、入園承諾書等が通知されます。（3月下旬予定）

３．4月の入園までに、口座振替の手続きや入園のしおりにより園生活に必要なものを揃えましょう。

●保育を必要とする事由について（2号、3号認定）
①就労・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応（一時預かりで対応可
能な短時間の就労は除く。）

②妊娠、出産
③保護者の疾病、障がい
④同居または長期入院等している親族の介護・看護（兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居また
は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護）

⑤災害復旧
⑥求職活動（起業準備を含む。）
⑦就学（職業訓練等における職業訓練を含む。）
⑧虐待やＤＶのおそれがあること。
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※①～⑩従事する時間により保育の必要量を審査し、保育標準時間認定（最大11時間利用可能）・保育短
時間認定（最大8時間利用可能）を決定します。

●保育を必要とする事由ごとの有効期限について
１号認定～認定された日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまで
２号認定
①就労・疾病・障がい・介護・看護・災害・虐待・ＤＶの場合は、小学校就学の始期に達するまで
②妊娠・出産の場合は、出産日から８週間を経過する日の翌日が属する月の末日か小学校就学の始期に達
するまでのいずれか短い期間

③休職活動の場合は、認定された日から90日を限度として市町村が定める期間か小学校就学の始期に達す
るまでのいずれか短い期間

④教育施設に在学・職業訓練の場合は、当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日または修了予定日
が属する月の末日までの期間か小学校就学の始期に達するまでのいずれか短い期間

⑤育児休業の場合は、認めた事情を勘案して市町村が定める期間
３号認定～認定された日から満３歳に達する日の前日までの期間を基準に２号認定の②から⑤までの事情を

考慮した期間
●利用者負担額（保育料）、延長保育料、預かり保育料などの料金に関することは、別紙折込み文書でお知ら

せしていますので、ご覧ください。

　保護者の就労にかかわらず、
３歳以上のお子さんで、幼児
教育を希望する方が対象です。
教育標準時間
　９時00分～ 13時00分

（給食後に降園）
・預かり保育利用時間（有料）

13時00分～ 16時15分
・延長保育（有料）

７時15分～　８時30分
16時15分～ 19時00分

幼稚園機能（3～5才児）
　下記の「保育を必要とする
事由」に該当する家庭のお子
さんが対象です。
保育時間
①保育標準時間認定
　７時30分～ 18時30分

（保護者の就労により、最大
11時間利用可能）
　延長保育（有料）
　７時15分～７時30分
　18時30分～ 19時00分
②保育短時間認定
　８時15分～ 16時15分

（保護者の就労により、最大8
時間利用可能）
　延長時間（有料）
　７時15分～８時15分
　16時15分～ 19時00分

保育園機能（0～5才児）
　こども園に入園されていないお子
さんと、その保護者に子育てに関す
る相談・交流の場等を提供し、子育
てを応援します。
☆チャチャ（あそびのひろば）
 　月～金曜日 ９時00分～16時15分
☆なかよし保育（こども園開放）
　園児との交流
　毎週月曜日
　　10時00分～ 11時00分
☆すきっぷくらぶ（月１～２回）
　保育士が提供する遊び　
☆子育てに関する相談
　来園・電話・訪問等で対応
☆子育て講座
☆情報の提供
　「子育て支援だより」の発行
☆一時預かり（有料）
　9時00分～ 16時15分
　（延長時間は保育園機能に同じ）

子育て支援事業

平成27年度の入園の申込みを平成27年2月1日から2月28日までの期間で行います。
認定こども園についてのお問い合わせは 中央保育所 電話・告知端末機（5-1254）
または役場町民課  電話（5-1115）・告知端末機（5-8815）でお受けしています。

　問寒別へき地保育所では、平成27年度の入所児を2月1日～ 28日までの期間で募集いたします。
・募集定員　　　30名
・対象児童　　　小学校入学前の児童（但し、設備の関係で2歳未満の児童を除く）
・入所事由　　　保護者の就労等により家庭で保育できない場合
　　　　　　　　3歳以上児については、集団生活の経験をさせたい等の場合
・手 続 き　　　入所申込書、就労等の証明書、同意書を問寒別へき地保育所に提出してください。
　　　　　　　　（各様式は問寒別へき地保育所または中央保育所に備えてあります）
・問い合わせ先　問寒別へき地保育所　　電話・告知端末機（6-5404）
　　　　　　　　中　央　保　育　所　　電話・告知端末機（5-1254）

～問寒別へき地保育所　入所児募集について～～問寒別へき地保育所　入所児募集について～～問寒別へき地保育所　入所児募集について～
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４月

幌延町認定こども園
「たんたん」がスタートします

　“認定こども園”は、保育所と幼稚園の両方の役割を果たすことができる施設です。さらに、認定こども園
に通っていない子どもに対しても、子育ての相談や親子の集いの場の提供などの子育て支援を行います。
　幌延町認定こども園は、認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な
機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす「保育所型」です。

●認定こども園　入園までの流れ
１．支給認定申請書兼現況届出書を就労等の証明書類を添えて中央保育所に提出します。
　　様式は中央保育所、町ホームページから入手できます。
　子ども・子育て支援新制度により、認定こども園（施設型給付施設）を利用する際、町へ「保育の必要性」
の認定申請を行い、「支給認定証」の交付を受けることとなります。
　・1号認定子ども～満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要としないもの
　・2号認定子ども～満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
　・3号認定子ども～満3歳未満の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
２．保育の必要性や必要量の審査、利用者負担額（保育料）の算定後、保護者へ「支給認定証」が交付されます。
併せて利用者負担額、入園承諾書等が通知されます。（3月下旬予定）

３．4月の入園までに、口座振替の手続きや入園のしおりにより園生活に必要なものを揃えましょう。

●保育を必要とする事由について（2号、3号認定）
①就労・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応（一時預かりで対応可
能な短時間の就労は除く。）

②妊娠、出産
③保護者の疾病、障がい
④同居または長期入院等している親族の介護・看護（兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居また
は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護）

⑤災害復旧
⑥求職活動（起業準備を含む。）
⑦就学（職業訓練等における職業訓練を含む。）
⑧虐待やＤＶのおそれがあること。
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※①～⑩従事する時間により保育の必要量を審査し、保育標準時間認定（最大11時間利用可能）・保育短
時間認定（最大8時間利用可能）を決定します。

●保育を必要とする事由ごとの有効期限について
１号認定～認定された日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまで
２号認定
①就労・疾病・障がい・介護・看護・災害・虐待・ＤＶの場合は、小学校就学の始期に達するまで
②妊娠・出産の場合は、出産日から８週間を経過する日の翌日が属する月の末日か小学校就学の始期に達
するまでのいずれか短い期間

③休職活動の場合は、認定された日から90日を限度として市町村が定める期間か小学校就学の始期に達す
るまでのいずれか短い期間

④教育施設に在学・職業訓練の場合は、当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日または修了予定日
が属する月の末日までの期間か小学校就学の始期に達するまでのいずれか短い期間

⑤育児休業の場合は、認めた事情を勘案して市町村が定める期間
３号認定～認定された日から満３歳に達する日の前日までの期間を基準に２号認定の②から⑤までの事情を

考慮した期間
●利用者負担額（保育料）、延長保育料、預かり保育料などの料金に関することは、別紙折込み文書でお知ら

せしていますので、ご覧ください。

　保護者の就労にかかわらず、
３歳以上のお子さんで、幼児
教育を希望する方が対象です。
教育標準時間
　９時00分～ 13時00分

（給食後に降園）
・預かり保育利用時間（有料）

13時00分～ 16時15分
・延長保育（有料）

７時15分～　８時30分
16時15分～ 19時00分

幼稚園機能（3～5才児）
　下記の「保育を必要とする
事由」に該当する家庭のお子
さんが対象です。
保育時間
①保育標準時間認定
　７時30分～ 18時30分

（保護者の就労により、最大
11時間利用可能）
　延長保育（有料）
　７時15分～７時30分
　18時30分～ 19時00分
②保育短時間認定
　８時15分～ 16時15分

（保護者の就労により、最大8
時間利用可能）
　延長時間（有料）
　７時15分～８時15分
　16時15分～ 19時00分

保育園機能（0～5才児）
　こども園に入園されていないお子
さんと、その保護者に子育てに関す
る相談・交流の場等を提供し、子育
てを応援します。
☆チャチャ（あそびのひろば）
 　月～金曜日 ９時00分～16時15分
☆なかよし保育（こども園開放）
　園児との交流
　毎週月曜日
　　10時00分～ 11時00分
☆すきっぷくらぶ（月１～２回）
　保育士が提供する遊び　
☆子育てに関する相談
　来園・電話・訪問等で対応
☆子育て講座
☆情報の提供
　「子育て支援だより」の発行
☆一時預かり（有料）
　9時00分～ 16時15分
　（延長時間は保育園機能に同じ）

子育て支援事業

平成27年度の入園の申込みを平成27年2月1日から2月28日までの期間で行います。
認定こども園についてのお問い合わせは 中央保育所 電話・告知端末機（5-1254）
または役場町民課  電話（5-1115）・告知端末機（5-8815）でお受けしています。

　問寒別へき地保育所では、平成27年度の入所児を2月1日～ 28日までの期間で募集いたします。
・募集定員　　　30名
・対象児童　　　小学校入学前の児童（但し、設備の関係で2歳未満の児童を除く）
・入所事由　　　保護者の就労等により家庭で保育できない場合
　　　　　　　　3歳以上児については、集団生活の経験をさせたい等の場合
・手 続 き　　　入所申込書、就労等の証明書、同意書を問寒別へき地保育所に提出してください。
　　　　　　　　（各様式は問寒別へき地保育所または中央保育所に備えてあります）
・問い合わせ先　問寒別へき地保育所　　電話・告知端末機（6-5404）
　　　　　　　　中　央　保　育　所　　電話・告知端末機（5-1254）

～問寒別へき地保育所　入所児募集について～～問寒別へき地保育所　入所児募集について～～問寒別へき地保育所　入所児募集について～
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幌延町認定こども園
「たんたん」がスタートします
幌延町認定こども園
「たんたん」がスタートします

平成２７年
４月

幌延町認定こども園
「たんたん」がスタートします

　“認定こども園”は、保育所と幼稚園の両方の役割を果たすことができる施設です。さらに、認定こども園
に通っていない子どもに対しても、子育ての相談や親子の集いの場の提供などの子育て支援を行います。
　幌延町認定こども園は、認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な
機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす「保育所型」です。

●認定こども園　入園までの流れ
１．支給認定申請書兼現況届出書を就労等の証明書類を添えて中央保育所に提出します。
　　様式は中央保育所、町ホームページから入手できます。
　子ども・子育て支援新制度により、認定こども園（施設型給付施設）を利用する際、町へ「保育の必要性」
の認定申請を行い、「支給認定証」の交付を受けることとなります。
　・1号認定子ども～満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要としないもの
　・2号認定子ども～満3歳以上の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
　・3号認定子ども～満3歳未満の小学校入学前の子どもで保育を必要とするもの
２．保育の必要性や必要量の審査、利用者負担額（保育料）の算定後、保護者へ「支給認定証」が交付されます。
併せて利用者負担額、入園承諾書等が通知されます。（3月下旬予定）

３．4月の入園までに、口座振替の手続きや入園のしおりにより園生活に必要なものを揃えましょう。

●保育を必要とする事由について（2号、3号認定）
①就労・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応（一時預かりで対応可
能な短時間の就労は除く。）

②妊娠、出産
③保護者の疾病、障がい
④同居または長期入院等している親族の介護・看護（兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居また
は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護）

⑤災害復旧
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⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
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考慮した期間
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　保護者の就労にかかわらず、
３歳以上のお子さんで、幼児
教育を希望する方が対象です。
教育標準時間
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子育て支援事業

平成27年度の入園の申込みを平成27年2月1日から2月28日までの期間で行います。
認定こども園についてのお問い合わせは 中央保育所 電話・告知端末機（5-1254）
または役場町民課  電話（5-1115）・告知端末機（5-8815）でお受けしています。

　問寒別へき地保育所では、平成27年度の入所児を2月1日～ 28日までの期間で募集いたします。
・募集定員　　　30名
・対象児童　　　小学校入学前の児童（但し、設備の関係で2歳未満の児童を除く）
・入所事由　　　保護者の就労等により家庭で保育できない場合
　　　　　　　　3歳以上児については、集団生活の経験をさせたい等の場合
・手 続 き　　　入所申込書、就労等の証明書、同意書を問寒別へき地保育所に提出してください。
　　　　　　　　（各様式は問寒別へき地保育所または中央保育所に備えてあります）
・問い合わせ先　問寒別へき地保育所　　電話・告知端末機（6-5404）
　　　　　　　　中　央　保　育　所　　電話・告知端末機（5-1254）

～問寒別へき地保育所　入所児募集について～～問寒別へき地保育所　入所児募集について～～問寒別へき地保育所　入所児募集について～

7　◀ほろのべの窓　2015.2月号



1月 日
日４1月 火

日６新年交礼会新年交礼会

　幌延町商工会と町の共催で開催
されている新年交礼会が、国際交

流施設で開催されました。町内の各種
団体や事業所、町内会などから約 74
名が集い、和やかに新年のあいさつな
どを交わしていました。

第６回幌延町
工作実験教室
第６回幌延町
工作実験教室

　幌延深地層研
究センターのゆ

め地創館で工作実験
教室が行われました。
　平成26年度最後の
工作は「ミニミニロ
ケットを作ろう！」
と「フランクリンモーターを作ろう！」でした。ど
ちらの工作も完成した途端、子どもたちは大はしゃ
ぎで遊んでいました。平成26年度は計６回の工作実
験教室を開催し、参加者合計は442名というたくさ
んの人に参加していただくことが出来ました。今後
もこのような機会を作っていきたいと考えておりま
すので、来年度もぜひご参加お待ちしております。

第36回幌延町
子ども会新春
かるた大会

第36回幌延町
子ども会新春
かるた大会

　幌延町子ども会育成連絡協議会主催の幌延
町子ども会新春かるた大会が、幌延町役場３

階和室で開催されました。大会には、町内の子ど
も会から７チーム 23 名が参加し、真剣な表情で
札をとっていました。
低学年の部　優勝「問寒別チーム」
　（遠藤康真さん、西川綾人さん、佐藤晃平さん）
高学年の部　優勝「つくし・問寒別チーム」
　（西澤寛大さん、遠藤芽衣さん、古草凌雅さん）
おめでとうございます。

第39回
問寒別地区
少年少女カルタ大会

第39回
問寒別地区
少年少女カルタ大会

　新春少年少女カルタ大会が、問寒別町
民会館を会場に地区の小中学生４チーム

11名が参加し開催されました。熱のこもった
試合が続く中、最後は１枚を争う熱戦が繰り
広げられました。
優勝「駿チーム」（大岩駿さん、遠藤康真さん、
大倉理沙さん）おめでとうございます。

【広報・調査等交付金事業】

浦山医師
感謝状贈呈
浦山医師
感謝状贈呈

　浦山医師は10
年以上の永きに

わたり、旭川方面天
塩警察署検案嘱託医
として検視業務にご
尽力された功績が讃
えられ、天塩警察署
長から感謝状が贈呈
されました。

1月 月
日５

幌延町消防団
出初式
幌延町消防団
出初式

　幌延町消防団の出初式が、４日に
問寒別分団、５日に幌延分団でそれ

ぞれ行われました。
　幌延分団の出初式では、勇壮な梯子乗
りが披露され、大きな喝采を浴びていま
した。
　両分団とも、市街地のパレードのあと、
祝賀会を開催し、永年勤続などの表彰を
行いました。

幌延町歳末
金融機関パトロール
幌延町歳末
金融機関パトロール

　天塩地区防犯協会連合会、天塩警察署、幌延町が
合同で、町内の金融機関を訪問し、振り込め詐欺等

の未然防止への協力依頼、啓発資材の贈呈を行いました。

1月 月
日５

成人式成人式
　スーツや振り袖に身を包んだ新
成人 17 名が出席し、来賓などの祝

福を受けました。
　新成人たちは、一人ずつ近況や将来の
抱負などを述べたあと、野々村町長と植
村議長からお祝いの杯を受け、和やかに
成人を祝いました。

12月 水
日24

12月 金
日26

1月 土
日17
1月 日

日18

1月 月
日121月 日

日18

▲稚内しんきん幌延支店
▲パトロールを行った
　皆さん

▼幌延郵便局 ▼幌延町農協本所
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おめでとうございます。
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　新春少年少女カルタ大会が、問寒別町
民会館を会場に地区の小中学生４チーム

11名が参加し開催されました。熱のこもった
試合が続く中、最後は１枚を争う熱戦が繰り
広げられました。
優勝「駿チーム」（大岩駿さん、遠藤康真さん、
大倉理沙さん）おめでとうございます。
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感謝状贈呈
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合同で、町内の金融機関を訪問し、振り込め詐欺等

の未然防止への協力依頼、啓発資材の贈呈を行いました。
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成人式成人式
　スーツや振り袖に身を包んだ新
成人 17 名が出席し、来賓などの祝

福を受けました。
　新成人たちは、一人ずつ近況や将来の
抱負などを述べたあと、野々村町長と植
村議長からお祝いの杯を受け、和やかに
成人を祝いました。
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11名が参加し開催されました。熱のこもった
試合が続く中、最後は１枚を争う熱戦が繰り
広げられました。
優勝「駿チーム」（大岩駿さん、遠藤康真さん、
大倉理沙さん）おめでとうございます。

【広報・調査等交付金事業】

浦山医師
感謝状贈呈
浦山医師
感謝状贈呈

　浦山医師は10
年以上の永きに

わたり、旭川方面天
塩警察署検案嘱託医
として検視業務にご
尽力された功績が讃
えられ、天塩警察署
長から感謝状が贈呈
されました。

1月 月
日５

幌延町消防団
出初式
幌延町消防団
出初式

　幌延町消防団の出初式が、４日に
問寒別分団、５日に幌延分団でそれ

ぞれ行われました。
　幌延分団の出初式では、勇壮な梯子乗
りが披露され、大きな喝采を浴びていま
した。
　両分団とも、市街地のパレードのあと、
祝賀会を開催し、永年勤続などの表彰を
行いました。

幌延町歳末
金融機関パトロール
幌延町歳末
金融機関パトロール

　天塩地区防犯協会連合会、天塩警察署、幌延町が
合同で、町内の金融機関を訪問し、振り込め詐欺等

の未然防止への協力依頼、啓発資材の贈呈を行いました。

1月 月
日５

成人式成人式
　スーツや振り袖に身を包んだ新
成人 17 名が出席し、来賓などの祝

福を受けました。
　新成人たちは、一人ずつ近況や将来の
抱負などを述べたあと、野々村町長と植
村議長からお祝いの杯を受け、和やかに
成人を祝いました。

12月 水
日24

12月 金
日26

1月 土
日17
1月 日

日18

1月 月
日121月 日

日18

▲稚内しんきん幌延支店
▲パトロールを行った
　皆さん

▼幌延郵便局 ▼幌延町農協本所
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幌延町まちづくり町民参加条例に基づく、
パブリックコメントの実施予告について
幌延町まちづくり町民参加条例に基づく、
パブリックコメントの実施予告について

　町では、重要な計画や条例を策定する場合、事前にその
案を公表し、その案に対し、町民皆さんから意見を募り、
提出された意見を参考に政策を決定する「パブリックコメント手続」を行っています。
　平成27年２月に、次の案件について、パブリックコメントの実施を予定しておりますので、お知らせします。

平成27年度　幌延町奨学生の募集平成27年度　幌延町奨学生の募集
　幌延町では、平成27年度に公立高校・専修学校の専門課程（専門学校）及び短大・大学（大学院）へ進学
される方を対象に奨学生を募集します。
　学資の貸付を希望される方は、通学校の学校長と相談の上、教育委員会　総務学校グループへお申し込み
ください。
☆募集期間
　平成27年２月１日～平成27年３月31日
　※上記募集期間外であっても追加で受け付けておりますので、教育委員会　総務学校グループまでご相談
ください。
☆貸付額
　高　　校　　生　月額　１０，０００円
　専 門 学 校 生　月額　２０，０００円
　大学（短大）生　月額　２０，０００円
☆貸付資格
　申請日現在において幌延町民もしくは、幌延町民の子弟であり、幌延町立の中学校より進学する予定また
は進学した生徒であること。
☆提出書類
　１　小学資金貸付申請書
　２　学校長の推薦書、または成績証明書
　３　身上申告書
　４　申請者の住民票抄本
　５　健康診断書
　　※１～３の用紙については、教育委員会　総務学校グループに備えてあります。

◎詳しくは、幌延町教育委員会総務学校グループ
　（電話　５－１１１７　告知端末機５－８８１７）までお問い合わせください。

案　　　件　　　名 意見募集期間（予定）

幌延町まちづくり町民参加条例（案）

幌延町子ども・子育てプラン（仮称）（案）

第６期幌延町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画（案）

Ｈ27.２.２～Ｈ27.２.22

Ｈ27.２.５～Ｈ27.２.19

Ｈ27.２.５～Ｈ27.２.19

担当部署

総務課総務グループ

町民課保健福祉グループ

町民課保健福祉グループ

問い合わせ先　総務課総務グループ　　　電話 ５－１１１１　告知端末機 ５－８８１１
　　　　　　　町民課保健福祉グループ　電話 ５－１１１５　告知端末機 ５－８８１５
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各手当制度のご紹介各手当制度のご紹介

　各手当を受給するためには、認定請求書を提出する必要があり、
受給資格があっても請求しない限り支給されません。
　なお、請求に必要な添付書類は各ご家庭の状況などにより異
なりますので、詳細につきましては、役場町民課保健福祉グルー
プ（電話5－1115 内線160 告知端末機5-8815）へお問い合
わせください。

　児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する
ことを目的に支給される手当です。
◆支給対象
　15歳到達後最初の３月31日までの間にある児童（中学校修了前の児童）を養育している方。
◆支給額（月額）
　注：養育する児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童）のうち、年長者から第１子、第２子・・・と数えます。
　①所得制限額未満の方
　　　０歳～３歳未満　　　　　　　　　　　　15,000円
　　　３歳～小学校修了前　（第１子・第２子）　10,000円
　　　　　　　〃　　　　　（第３子以降）　　　15,000円
　　　中学生　　　　　　　　　　　　　　　　10,000円
　②所得制限額以上の方
　　児童の年齢に関係なく一律　　　 　　　　　 5,000円
◆支給期日
　毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分まで支給されます。

～　児　童　手　当　～

～　児童扶養手当　～

扶養親族等の数 所得制限限度額
　　　　（万円）

収入額の目安
　　　　（万円）

0人
1人
2人
3人
4人
5人

622.0
660.0
698.0
736.0
774.0
812.0

833.3
875.6
917.8
960.0

1002.1
1042.1

　児童扶養手当は、母子（父子）家庭の生活の安定と自立の促進
に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当
です。
◆支給対象
　18歳到達後最初の３月31日までの間にある児童（心身に概ね
一定程度の障害がある場合は20歳未満）で次のいずれかに該当
する児童を監護している方。

◎父母が婚姻を解消した児童
◎父または母が死亡した児童
◎父または母が一定程度の障害の状態にある児童
◎父または母が生死不明の児童
◎父または母が１年以上遺棄している児童
◎父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
◎父または母が１年以上拘禁されている児童
◎婚姻によらないで生まれた児童
◎棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※ただし、上記に該当しても次のような場合は手当を受けるこ

とができません。
①児童が

イ．日本国内に住所がないとき
ロ．父（母）の死亡による公的年金や労災による遺族補償を

受けることができるとき
ハ．父（母）に支給される公的年金の加算対象になっている

とき
ニ．児童福祉施設等または、里親に委託されているとき
ホ．母（父）の配偶者（事実婚を含む）に養育されていると

き（父（母）が重度の障害にある場合を除く）
②父母または養育者が

イ．日本国内に住所がないとき
ロ．公的年金を受けることができるとき

※公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんで
したが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額
より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう
になりました。

◆支給額（児童1人月額）

※児童2人目は月額5,000円、3人目以降は児童1人につき月
額3,000円が加算されます。

※受給者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である
ときは、その所得に応じて支給額が一部停止または全部停止
となります。

◆支給期日
　毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分まで支給されます。

全部支給
一部支給

41,140円
41,130円～9,710円

～ 26年3月
41,020円

41,010円～9,680円

26年4月～

～　特別児童扶養手当　～

～～～ 所 得 制 限 ～～～

　特別児童扶養手当は、精神または身体に一定程度の障害を有す
る20歳未満の児童を養育している方に対して、児童の福祉の増
進を図ることを目的に支給される手当です。
　ただし、障害を理由に年金を受けることのできる児童や、児童
福祉施設等に入所している児童などは対象となりません。
◆支給額（月額）

※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が
一定の額以上であるときは手当は支給されません。

◆支給期日
　毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分まで支給されます。

１級
２級

50,050円
33,330円

～ 26年3月障害等級
49,900円
33,230円

26年4月～

～　障害児福祉手当・特別障害者手当　～
　障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため
に、日常生活において常時介護を要する20歳未満の児童に対し、
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害を有する
ために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の
方に対して、その福祉の増進を図ることを目的に支給される手当
です。
　ただし、障害を理由に年金を受けることのできる児童や、児童
福祉施設及び障害者施設等に入所している方、３ヶ月以上病院に
入院している方などは対象となりません。
◆支給額（月額）

※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一
定の額以上であるときは手当は支給されません。
◆支給期日
　毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分まで支給されます。

障害児福祉手当
特別障害者手当

14,180円
26,080円

～ 26年3月
14,140円
26,000円

26年4月～
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運転免許更新時講習のお知らせ運転免許更新時講習のお知らせ
優良運転者講習（３０分）
　　２月１０日（火）　　　午後１時から　　　　　　天塩町社会福祉会館
　　２月１２日（木）　　　午後６時３０分から　　　遠別町生涯学習センター「マナピィ２１」
　　２月１４日（土）　　　午後１時から　　　　　　豊富町町民センター
一般運転者講習（１時間）
　　２月１４日（土）　　　午後２時から　　　　　　豊富町町民センター
違反運転者講習（２時間）
　　２月１４日（土）　　　午後３時３０分から　　　豊富町町民センター

屋根からの落氷雪事故防止などのお願い屋根からの落氷雪事故防止などのお願い
　毎年、冬になりますと、沿道建物等からの落氷雪による死傷事故が多く発生しています。
皆さんも、冬期間の生活にはご苦労されていると思いますが、冬期間の通行を円滑にし、事故をなくするため、
特に、次のことに注意するようにお願いいたします。

～中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について～～中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について～
　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認
められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給さ
れます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支
給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談
ください。
問い合わせ先
北海道労働局労働基準部労災補償課　電話　011-709-2311（内線3590）　FAX　011-709-3540

◆落氷雪事故の発生が懸念されるような沿道建物等については、雪止めを設置するようにしてく
ださい。

◆既に雪止めが設置されている場合であっても、針金等のサビ、老朽化等による破損が原因で落
氷雪事故が発生することもあるため、必ず点検し、破損等が発見された際は早急に修繕するよ
うにしてください。

◆落氷雪事故は、気温がマイナス3℃からプラス3℃程度のときに発生しやすいという特徴があ
るため、早めに除雪するとともに、除雪の際には、歩行者や遊んでいる子供等に十分注意する
ようにしてください。

◆落氷雪があった場合は、直ちに事故がないか確認するとともに、歩行者の通行の支障にならな
いように排除してください。

◆交通事故及び交通障害防止のため、屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さないように
してください。

◆軒下を通行するときは、屋根からの落氷雪に十分注意するようにしてください。
◆軒下や道路では、絶対に子どもを遊ばせないようにしてください。
◆ビルの壁、窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量でも危険であるため、早めに付着した氷雪の
除去を行うようにしてください。また、落氷雪の除去の際には、歩行者への十分な安全対策を
行うようにしてください。
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注意報・警報の発表基準について注意報・警報の発表基準について注意報・警報の発表基準について

気象状況・天気予報の確認先　稚内地方気象台　（電話：0162-23-2678）
※稚内地方気象台ホームページURL

http://www.jma-net.go.jp/wakkanai/index.html
※問い合わせ先

　　稚内地方気象台（電話：0162-23-2679）

　ＴＶやラジオなどで発表されている注意報や警報の発表基準が地域によって違うことを
ご存知ですか？
　風雪注意報を例にしますと、宗谷地方では、陸上で11m/s、海上で15m/sの風が吹
き雪によって視程が悪化する（予想されている）場合に発表しています。しかし、隣接す
る上川地方の一部では、陸上で10m/sの風が吹き雪によって視程が悪化する（予想さ
れている）場合に発表となる地域があります。
　また、大雪注意報では、宗谷地方は12時間で30cmの降雪がある（予想されている）
場合に発表となりますが、隣接する上川地方では、北部は宗谷地方と同じ基準ですが、上川地方の中部と南
部では12時間で25cmの降雪がある（予想されている）場合に大雪注意報が発表されます。
　このように地域で発表基準が違うのはなぜでしょう？実は、注意報や警報の発表基準は、その地域に被害
や影響が出るかどうかを考慮して決められているからです。市町村ごとに過去に発生した災害事例や注意報・
警報の発表頻度等を元に、市町村などの防災機関と協議して決めているので、地域によって発表基準が違っ
てくるのです。
　気象台では、注意報や警報などの各種気象情報を発表し、注意や警戒を呼びかけていますので、これらの
情報を上手に活用して、気象災害に遭わないようにしましょう。
　札幌管区気象台のホームページでは、札幌管区気象台と北海道開発局、北海道、（独）土木研究所　 
寒地土木研究所の４機関が共同で作成した、「暴風雪のリーフレット」、「防災ミニノート」、「小学生向けリーフ
レット」をご覧いただけますので是非一読し、暴風雪へ備えるようにしてください。
札幌管区気象台ホームページ　防災教育　暴風雪への備えURL
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/bousaikyouiku/schoolbousai/boufusetsu/boufusetsu.html
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　北留萌消防組合では、全国各地で住宅火災によ
り死傷者が発生している現状から、住民一人一人に
火災の恐ろしさを認識いただくとともに、出火の絶
無と火災による死傷者の発生を未然に防止すること
を目的に『冬季火災予防運動』を実施します。

※期間中、１人暮らしのお年寄り（６５歳以上）のお宅
を訪問し、防火査察及び避難経路確保のための除雪
を実施する予定です。

冬期火災予防運動冬期火災予防運動

実施期間
平成２7年２月１５日（日）～２月２5日（水）
統一標語

「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」

北留萌消防組合消防署幌延支署
電話５－１１５９
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詳しくは、稚内年金事務所（電話0162-32-1941）または町民課保健福祉グループ（電話5－1115内線１５９、告知端末機5－8815）にお問い合わせください。

国民年金保険料の強制徴収の取組強化などに関連した
保険料詐取にご注意下さい！！

国民年金保険料の強制徴収の取組強化などに関連した
保険料詐取にご注意下さい！！

国民年金保険料の強制徴収の取組強化などに関連した
保険料詐取にご注意下さい！！

　年金事務所などの職員をかたり、国民年金保険料を詐取される被害が発生しており、次のような事例が報告
されていますので、ご注意ください。
＜被害にあった事例＞
●「年金事務所」の職員を名乗る男性がお客様の自宅を訪問し「滞納している国民年金保険料を支払わないと
差押えする」と言われ、お客様は男性に現金を支払ってしまった。その際、後日送付すると言われた領収書
が届かないため年金事務所に照会したところ、年金事務所の職員をかたった国民年金保険料の詐取であるこ
とが発覚しました。
●「区役所から委託を受けた民間会社」の職員を名乗る男性が、お客様の自宅に国民年金保険料を集金に来る
ので、毎月現金を支払っていた。
●「日本年金機構」の職員を名乗る男性が、お客様の自宅に国民年金保険料を集金に来るので、毎月現金を支
払っていた。
　集金に来なくなったので年金事務所に照会したところ、日本年金機構の職員が訪問して国民年金保険料を集
金した事実はなく、日本年金機構の職員をかたった国民年金保険料の詐取であることが発覚しました。
＜ここがポイント！！＞
　【区役所職員や区役所が委託した会社が保険料の支払いをお願いすることはありません】
　国民年金保険料の支払いをお願いするために、お客様の自宅への訪問や電話をするのは、年金事務所の職員
か日本年金機構が業務委託した民間事業者だけです。市区役所や町村役場が国民年金保険料を集金すること
はありません。
　【日本年金機構が発行した写真付身分証明書を確認してください】
　年金事務所の職員や日本年金機構が業務委託した民間事業者が、国民年金保険料の支払いをお願いするた
めに、お客様の自宅を訪問する場合は、日本年金機構が発行した写真付身分証明書を携行し、訪問の際に必
ず提示しますので、身分証明書を確認してください。また、日本年金機構が業務委託した民間事業者は、必ず
日本年金機構から業務を委託されている事、会社名、氏名を名乗ることになっています。
　【保険料の支払いには日本年金機構から送付した保険料納付書が必要です】
　日本年金機構が業務委託した民間事業者が、国民年金保険料をお預かりする場合は、日本年金機構がお客
様に送付した保険料納付書が必要です。お客様が保険料納付書をお持ちでない場合、日本年金機構から業務
を委託されている民間事業者も保険料をお預かりすることはできません。
　【領収書は必ず受け取ってください】
　年金事務所の職員や日本年金機構が業務委託した民間事業者が、お客様の自宅を訪問して、国民年金保険
料をお預かりする場合は、領収証書を発行しますので、必ず受け取ってください。
※日本年金機構は、国民年金保険料の納付の情報など、個人情報の保護管理やセキュリティ対策を実施して
情報漏えいの防止に努めています。また、委託業者に対しても個人情報管理の点検を義務付けるなど情報
漏えいの防止を徹底しています。

～不審な電話や訪問があった場合は～
・できるだけ1人で対応せず、相手の名前・所属・用件を聞き、メモを控えて家族等に相談してください。
・怪しいと感じたら、口座番号等の個人情報を話したり、支払いをせずに、日本年金機構本部、または、お近
くの年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構　本部
電話：03-5344-1100　「お客様の声担当」[2]を押してください。
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（役場大会議室）

住民税申告相談（問寒別地区全域） 10：00～16：00
（問寒別生涯学習センター）

住民税申告相談（問寒別地区全域） 9：00～15：00
（問寒別生涯学習センター）

【町立診療所】問寒別出張診療日

おひさま子育て会　10：30～ （問寒別町民会館）

町民歩くスキーの集い （豊幌林道）

チャレンジ教室「雪と遊ぼう」 10：00～ （上山牧場）

ぱくぱくキッズ　10:00～ （保セ）

5歳児健康相談　13：30～ （保セ）

町民スキー大会 （東ヶ丘スキー場）

建国記念の日
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告知端末機
「知らせますケン」の
　視聴についてのお願い！
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「知らせますケン」の
　視聴についてのお願い！

告知端末機
「知らせますケン」の
　視聴についてのお願い！

　告知端末機「知らせますケ
ン」では、通常の行政情報だけ
ではなく、緊急の避難警報など、
皆さんにとって重要なお知ら
せ放送をすることがあります。
　電源は必ず入れて、１日１回
は視聴するようお願いします。
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（役場大会議室）
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（役場大会議室）

リトミック教室　10：30～
運動習慣定着化事業　14：00～
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（役場大会議室）
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（問寒別生涯学習センター）

住民税申告相談（問寒別地区全域） 9：00～15：00
（問寒別生涯学習センター）

【町立診療所】問寒別出張診療日

おひさま子育て会　10：30～ （問寒別町民会館）

町民歩くスキーの集い （豊幌林道）

チャレンジ教室「雪と遊ぼう」 10：00～ （上山牧場）

ぱくぱくキッズ　10:00～ （保セ）

5歳児健康相談　13：30～ （保セ）

町民スキー大会 （東ヶ丘スキー場）

建国記念の日
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　告知端末機「知らせますケ
ン」では、通常の行政情報だけ
ではなく、緊急の避難警報など、
皆さんにとって重要なお知ら
せ放送をすることがあります。
　電源は必ず入れて、１日１回
は視聴するようお願いします。
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サ ー ク ル 紹 介サ ー ク ル 紹 介 幌延町スキー協会 会　長　見　延　傳　藏 さん

　今回サークルを紹介させていただくにあたり、幌延町スキー協会
の見延会長にお話伺うことができました。
Ｑ　幌延町スキー協会の基本的な活動内容を教えてください。
見延会長　基本的には水曜日に子どものスキー教室、金曜日に大

人のスキー教室を行っています。その他にはバッジテストを行い、
資格を持った会員がスキーの技術を審査します。

Ｑ　幌延町スキー協会への入会に資格は必要ですか。
見延会長　はい。条件として一般の２級以上の資格を持った方でな

くては会員になることはできません。
Ｑ　幌延町スキー協会の会員にとってやりがいとはなんでしょうか
見延会長　やはり、自分が教えた生徒がバッジテストで合格したり、

成長していく様を垣間見た時ですかね。技術のあるスキーの先
生をお招きして、会員のレベルアップ向上にも取り組んでいます。

Ｑ　最後に何か伝えたいことはありますか。
見延会長　スキーが大好きで、子供や大人にスキーを教えたいと

いう方はぜひ、幌延町スキー協会に入会しませんか。今現在、
資格を保持していないという方でも、大人のスキー教室やバッジ
テストなどもあるのでたくさんの人に参加してほしい。

　興味がある方は幌延町スキー協会事務局次長 梅津正昭さんまで
お問い合わせください。
　（幌延町スキー協会 事務局次長　梅津 正昭さん  電話5-2835）
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